
東日本大震災復興支援　旭川チャリティフットサルフェスティバル

開 催 要 項

☆大会趣旨☆

　2011 年3月11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の復興の力になれるよう、サッカーファミリーの情熱を

ひとつに集め、被災者の皆さんを支援するために行ないます。また、この大会の参加費の一部は義援金として

被災地に寄付するとともに、試合会場では募金箱を設置するなど観戦者の皆様にもご協力いただき、みんなで

力を合わせて被災者の方々を激励したいと思っています。

１．主　　催：旭川フットサル連盟

２．主　　管：旭川フットサル連盟

３．後　　援：旭川地区サッカー協会

４．協　　力：お弁当のきた川　重原整骨院東光　FACT

５．開催日程：平成２５年３月２３日（土曜日）

６．会　　場：旭川市大成市民センター体育館

　　　　　　　住所：旭川市６条通り１５丁目（イトーヨーカドー旭川店併設）

７．参加チーム及びその数

(1) カテゴリー：U-15（今年度中学3年生・15才以下の選手で構成されたチーム）

　　　　　　 　U-12（今年度小学校6年生・12才以下の選手で構成されたチーム）

　　　　　　　 U-10（今年度小学校4年生・10才以下の選手で構成されたチーム）

　　　　　　　 U-8（今年度小学校2年生・8才以下の選手で構成されたチーム）

(2) 参加募集チーム

① U-15：4チーム

② U-12、U-10、U-8　８チーム

③ 参加申し込みは先着順で締め切る。

８．参加資格

(1)チーム

① 小学生以上の選手により構成されたチームであること。

② チームの監督はチームを掌握し、責任を負うことのできる２０歳以上の者であること。

(2)選手

① 参加選手は他のチームと二重に登録されていないこと。

② 連続の試合に耐えうる健康体であること

③ フットサル個人登録は必要ない（申込書の欄は空白で申し込むこと）

１０．競技方法

(1)各カテゴリーを２ブロックに分けてのリーグ戦とする。（参加チーム数により変更がある）

(2)試合時間は１２分（前後半６分）のランニングタイムとする。(参加チーム数により変更がある)

(3)規定の競技時間を終了して、同点の場合は引き分けとし、延長・ＰＫ戦・再試合は行わない。

(4)リーグ戦の勝者には、勝－３、引分－１、負－０の勝点を与える。

(5)リーグ戦の順位は、勝点、得失点差、総得点の順によって決定する。 尚、すべて同じ時には、当該チーム

間の勝敗により決定する。



１１．競技規則

(1)本年度（財）日本サッカー協会制定の「フットサル競技規則」による。

(2)競技開始前にエントリー票（参加申込書）に登録し、交代はその範囲内で自由である。

(3) 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、それ以降の処置については大会の規

律委員会で決定する。

(4)本大会期間中、警告を３回受けた者は、次の１試合に出場できない。

１２．参加申込

(1)参加申込書に登録し得る人数は、２０名以内（最低６名）とする。

(2)チーム責任者は２０歳以上とする。

(3)参加料　４，０００円とする。

(4)申込締切日　平成２５年３月１６日（土）　メール必着

(5)必要書類　参加申込書、親権者同意書、 プライバシーポリシー同意書

(6)申込先　　参加申込書・プライバシーポリー同意書は申込書記載のメールアドレス宛に申し込むこと

　　　　　　親権者同意書は当日提出すること（他の大会やリーグ戦などで提出済みの選手は必要としない）

(7)参加申込をした各チームには、後日参加の可否、大会組合せなどを通達する。

１３．審　　判

本大会において帯同審判制はとらないが、当日ボランティアで審判をして頂ける方がいればお願いします。

また、その場合の資格は問いませんので大会参加申込の際にその旨を連絡して下さい。

１４．選手変更届け及びメンバー提出用紙

今大会は必要がありません。

１５．ユニフォーム

(1)（財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」を遵守したユニフォームとする。

(2)大会当日までに、ユニフォームを用意できないチームは、ビブスでも可。

１６．大会スケジュール・組合せ

(1) ９時４５分　開会式（U8全チーム出席して下さい。それ以外は任意とします）

(2) U8：10時~13時、U10：13時~16時、U12：16時20分~18時30分、U15：18時~20時（参加チー

ム数により変更がある）

(3) 大組合せは大会主催者において抽選決定する。

１７．負傷及び事故の責任

大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うものとする。

又、救護ブースを設けるが、救急用具は各チームにおいても準備する事が望ましい。

１８．その他

(1)選手の資格に関して、その他、不都合な行為があった場合、そのチームの出場を停止する

(2)選手は、スポーツ傷害保険または、それに準じた保険に加入していること。

(3)不戦敗扱い及び不正な行為に基づく処分等については大会本部において取り決める。


